
災 害 情 報 第４号 平成２３年３月２５日

国見町災害対策本部（現在、本部は観月台文化センターに設置しています。）

電話番号 ０２４－５８５－５５２０または２６７６

 

■仮設住宅の建設始まる 

仮設住宅の建設が３月

２３日に始まりました。 

 仮設住宅は、県の事業に

より山崎字南町田地内の

町有地と国見メディアデ

バイス所有地に４３戸建

設されることとなりまし

た。完成までには、おおむ

ね３週間かかる予定です。 

 現在入居申込を受付しておりますが、入居に関しては、県

の基準により進めることになります。 

■環境放射能 

 現在、国見町で観測された放射線量（３月２４日１４時４０

分現在１．８１マイクロシーベルト）では、人体に影響を及ぼす

ものでありません。 

 また、国見町内の水道水については、３月２４日福島県原

子力センター福島支所の測定結果、水道水に含まれる放射性

ヨウ素の値が１４ベクレル／ｋｇとなっており、現在のとこ

ろ安全であります。 

 環境放射能に関しては、今後、国、県、町災害対策本部か

ら随時情報を提供していきます。 

■住宅が全壊または半壊された方へ ～被災者生活再建支援制度～ 

 東北地方太平洋沖地震について被災者生活再建支援法が適用され、制度の対象となる世帯

には支援金が支払われることとなりました。支援金の申請には、申請書ほか「り災証明書」

などの添付書類が必要となりますので、町災害対策本部（観月台文化センター内）にて詳細

を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

  

生  活  情  報 

●ゴミ収集 
一般家庭のゴミは通常通り

収集しています。地震により損

壊した家屋材や家財、がれきな

どは、ごみ処理場に直接搬入で

きます。業者に委託した場合で

も処理場の処分料金は無料で

す。（３月２６日（土）、２７日

（日）も午前８時３０分から午

後５時まで受付します。）搬入

の際には可能な限り分別して

ください。 

 

●通行止め箇所 
現在、町内において通行でき

ない道路は、次のとおりです。

 ・徳江大橋 

 ・築舘橋（西大枝） 

※その他の箇所は、通行できる

ようになりましたが、仮復旧で

あり、その他にも道路が陥没し

ている箇所がありますので通

行の際には十分に気をつけて

ください。 

●制度の対象となる世帯 

①住宅が全壊した世帯 
②住宅が半壊または住宅の敷地に被害
が生じ、その住宅をやむを得ず解体
した世帯 

③災害による危険な状態が継続し、住
宅に居住不能な状態が長期間継続し
ている世帯 

④住宅が半壊し、大規模な補修を行わ

なければ居住することが困難な世帯 

●支援金の支給額 

支給額は、次の２つの支援金の合計となります。 
※世帯人数が１人の場合は、各該当金額の３／４の額 
①基礎支援金（住宅の被害に応じて支給） 
 全壊（左の項目の①）１００万円、解体（左の項目の
②）１００万円、長期避難（左の項目の③）１００万
円、大規模半壊（左の項目の④）５０万円 

②加算支援金（住宅の再建方法に応じて支給） 
 建設購入２００万円、補修１００万円、賃借（公営住
宅以外）５０万円 

この制度について、来週中にも説明会開催を予定しています。次回の災害情報第５号でお知らせします。



■所得税・住民税申告相談再開 

３月１１日以降、受付を延期しておりました申告相談

業務を下記の日程により再開いたします。なお、所得税

の申告期限については延長することが決定されているも

のの、具体的な期限は不明であることから、当面の期間

は町において申告相談の受付を実施します。 

月  日 地   区 

３/２８（月） 森江野第８・第９

３/２９（火） 森江野第１０ 

３/３０（水） 森江野第１１ 

３/３１（木） 森江野第１２ 

４/ １（金） 予備日 

４/ ４～申告期限 随時受付します。

【申告会場】 

 ・３/２８（月）～４/１（金） 

観月台文化センター（ホール脇ロビー） 

 ・４/４（月）～申告期限 

  観月台文化センター（ホール内 税務課窓口） 

【受付時間】 ９：００～１１：３０ １３：００～１６：００ 
※文化センターの管理上、午前８時前においでいただいても受付番号を配布できませんのでご了承ください。 

【お願い】 
 通常の申告相談は職員 7 名体制で受付をさせていただいておりましてが、このような状況の中で 3 名～4

名の職員で受付させていただくことになります。場合によりましては長時間お待ちいただくことも想定され

ますので、時間に余裕をもってお越しいただくようお願いするとともに、ご理解とご協力をお願いします。 

 

■避難または転居等をされている方の入学・転校等について  

 避難または転居されている地域にある学校へ入学、あるいは転校することが可能です。 

 まずはご相談ください。◆問い合わせ 国見町教育委員会学校教育課 ☎５８５－１３５２ 

手 

続 

き 

小・中学校 高等学校、特別支援学校 

①入学予定または在籍している学校を所管している市町村教育委員

会に連絡します。連絡先は国見町教育委員会にお尋ねください。

②県内外を問わず新たに居住市町村の教育委員会（国見町教育委員

会）にご相談ください。 

・就学援助や教科書無償給付等についても、柔軟に対応することに

なっていますので、安心してご相談ください。 

県内、県外から避難または転

居されている場合のいずれに

つきましても、その手続きが必

要となります。 

 

～東北電力からのお知らせ～ 電気料金その他の特別措置 

 東北電力では、東北地方太平洋沖地震により被害にあわれた方から申請があ

った場合、次の特別措置を行うこととなりました。主な内容をお知らせします。

詳しくは、問合せ窓口（コールセンター）までお問い合わせください。 

  ①電気料金早収期間及び支払期限を延伸 ４月分までを各１か月延長 

  ②不使用月分の電気料金を最大６か月免除 

 ③平成２３年９月末日までに被災前と同じ内容で電気使用を申込、または 

   臨時に電灯や電器使用の申込をした場合、工事費を免除 

※混雑緩和のた
め、地区割りをさ
せていただきまし
たが、ご自身の都
合の良い日におい
でください。 
※土日・祝祭日は
申告相談受付を行
っておりません。

～その他の情報～ 

●災害対策本部 
  「り災証明書」の発行について、

観月台文化センターで受付してい

ます。 

●建設課 
  建築物（住宅）応急危険度判定

希望受付については、３月２８日

（月）で終了します。 

●住民生活課 
  住民基本台帳カード、電子証明書

の発行について現在できません。 

●生涯学習課 
  被害の少なかった上野台運動公

園の体育施設（総合運動場、体育

館、グリーンアリーナ 923、テニス

コートのみ）については、４月１

日（金）より利用を再開します。

ただし、団体利用については、制

限がかかります。 

 ◆問い合わせ 生涯学習課 

  ☎５８５－２６７６ 

問合せ窓口（コールセンター）

☎０１２０－１７５－４６６

受付時間 

 月～金 9:00～20:00 

土  9:00～17:00 

※いずれも祝日を除く 


